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行
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議
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汐
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陣
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掛

醐

税
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整
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目
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・
・
・
固
圃
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・
法
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・
・
・
・
・
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す
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一
考
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・
"
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経
済
問
学
士
大
山
敷
太
郎

江
守
山
川
げ
の
工
業
立
地
理
論
に
就
て
・
・
・
経
由
哲
学
士
菊
田
太
郎

米
の
は
崎
時
輔
相
場
三
の
相
関
々
係
・
・
・
・
経
済
宰
士
谷
口
吉
彦

説

苑

グ
ラ
ス
の
工
業
費
達
階
段
説
・
・
・
・
・
・
経
済
同
学
士
堀
江

費
用
概
念
考
察
の
出
資
鮎
・
・
・
・
・
・
・
経
古
学
士
熊
本

園
勢
調
査
て
ふ
用
語
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
由
古
学
士
岡
崎

附

録

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題
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グ

ラ
ス

の
工
地業
登
仙選
階

段
説

F=t

苑

グ
ラ
ス
の
工
業
襲
達
階
段
読

堀

江

保

藏

嚢

に
.〉
コ
一三
「。
含
。ま
口
ε

国
8
ヨ
5
8
一{
裂
。
「里
・
(
加
藤
博
士
諜
、

綜
合
経
漕
由
◇

を
著
ぱ
し
て
特
色
あ
る
経
済
資
蓮
階
段
説
を
立

て
た

ハ
ー
バ
ー
ト
大
學

の
グ
ラ
ス
教
授
は
、
更

に
剛ゴ
島
=麻
二
島

国
!、〔白
玉
c
剛}・

お
ω
9

に
於

て
、
工
業
登
展

の
大
勢
を
蜀
特

の
見
地
か
ら
眺
め
て
居

る
。
水
素
口
の
中
、
工
業
登
達

の
階
段
に
關
す
る
部
分
は
、
特
に
興
味

多
く
考

へ
ら
れ
る
か
ら
左
に
之
を
紹
介
し
よ
う
。

グ

ラ

ス
の

工
業
獲
達
階

段
論

は

工
業

の
組
織

(o
「σQ
彰

一N
㌶
9
ご

を

目
標

と
し

て
立

て
ら
れ
た

も
の
で
あ

る
。

工
業

組
.織

と
は

、

財
貨

が
需
要

せ
ら

れ

、
生
産

が
實

行

せ
ら

れ
、
而

て
最
後

に
需

要

が
充

た
さ

れ
る
、
此
の
全

過
程

が
行
は

れ
る
仕
方
を

い

ふ
。

此
の
標
準

よ
り
し

て
自
家
用

工
業

・
小
費
制

手

工
業

.
卸
費

制
手

工
業

・集

中
制

工
業

の
四
階
段

に
分

つ
事

が
出
来

る
。

■
、
自
家
用

工
業

(島
部
費
2
口
「ε

こ
れ
は

工
業

が
自

己

の
た

め
に

、
自

己
の

材
料

を

以
て

、
自
己

の
理
想

及
便
宜

に
慮

じ

て

第
三
十
三
巻

一
三
八

第

一
號

一
三
八

行
は
る

・
階
段
で
あ
っ
て
、
他
人
に
費
ら
ざ
る
事
を
其
特
色
と

し
、
更
に
次
の
三
つ
の
階
梯
に
分
っ
て
其
獲
達
を
考
ふ
る
事

が

出
來

る
。

(イ
)
純
家
庭
的
の
も
の

な
葺
①ζ

二
〇
日
⑦・。膏

喜

蕊
o
)
家
族
が

原
料
を
所
有
す
る
の
み
な
ら
す
、
聰
て
の
加
工
を
施
し
且
家
族

内
で
浦
費
す
る
も
の
で
あ
る
。
採
取
経
済
時
代

・
牧
畜
遊
動
経

済
時
代

・
定
住
村
落
経
済
時
代
の
工
業
は
大
龍
之
で
あ
っ
た
と

見
て
よ
い
。
現
在
に
於
て
も
漬
物
の
製
造

、
種

々
の
修
繕
は
こ

の
形
態
で
行
は
れ
、
衰
頽
し
つ

・
は
あ
る
が
尚
ほ
、
我

々
の
経

済
生
活
に
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
て
み
る
。

(
ロ
)
第
二
は
外
部
努
働
(o
農

三
㊦
芭
×
)旦

が
用
ひ
ら
る

、
場

合
或
は
外
部
の
設
備

(9
琶

(冨

で
】善
こ
が
利
用
せ
ら

る

、
場
合

で
あ

る
。
純
家
庭
的

工
業
に
於
て
或

は
大

工
に
、
或
は
製
靴
に

優

れ
た
者
が
出
て
来

る
と
、
或
家
族

は
其
筈
の
熟
練
者
を
招
じ

て
、
或
は

「
日
、
或
は

一
個
月
間
、
賃
銀
の
み
な
ら
す
食
糧

・

住
居
を
與

へ
、
原
料
を
提
供
し
て
自
家
用
の
製
品
を
作

っ
て
も

ら
ふ
場
合
が
生
す
る
。
こ
れ
外
部
努
働
を
利
用
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
略
々
定
佳
村
落
経
済
と
同
時
に
始
ま

っ
た
。
中
世
の
諸



侯
が
扶
持
を
與

へ
て
工
匠
を
拘

へ
し
例

は
各
國
に
見
ら
る

・
所

で
あ
り
、
前
世
紀
牟
頃
の

ロ
ン
バ
ル
デ

イ
ー
の
裁
縫
師
や
靴
師

極
く
近
世
迄
存
在
せ
る

ス
テ
イ
リ
ァ

ン
、

ア
ル
プ

ス
の
巡
回
靴

職
も
之
に
属
し
、
現
に
支
那
に
は
種

々
の
修
繕
職
に
か

・
る
例

を
多
く
見
る
。
之
は
支
那
に
大
家
族
制
度
が
存
続
し
て
二
男
以

下
は
自
己
の
技
術
以
外

に
賣
る
も
の
な
き
を
以
て
で
あ
る
。

外
部

設
備
の
利
用
は
、
自
己
の
原
料
に
、
他
人
の
設
備
を
借

り
て
加

工
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
例

へ
ば
水
車
を
借
り
て
粉
を

挽
く
が
如
き
事
は
多
く
行
は
れ
九
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

(
ハ
)
第
三
は
外
部

の
鼻
衝
と
外
部

の
設
備
と
が
併
用
せ
ら
る

・
場
合
で
あ
る
。
例

へ
ば
古
代

ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
、
村
の
鍛
冶

屋
に
依
頼
し
て
自
己
の
原
料
か
ら
製
品
を
得
た
場
合
は
屡

々
見

ら
る

・
所
で
あ
り
、
中
世
を
通
じ
て
多
く
の
地
方
に
於
て
、
村

人
は
彼
の
穀
物
を
地
主
の
水
車
揚

へ
持
参
し
、
水
車
番
に
挽

い

て
も
ら

ふ
事
が
廣
く
行
は
れ
た
。
現
在
に
於
て
も
裁
縫
師
に
屡

々
典
例
を
見
る
。

以
上
の
三
階
梯
の
何
れ
を
も
経
て
来

た
典
型
的
の
も
の
は
靴

の
製
造

と
粉
挽
と
で
あ
ら
う
。

三
階
梯
を
通
じ
て
、
何

れ
も
費

グ
ラ
ス
の
工
堂
ハ蛋
達
階
一段
論

る
爲
め
の
工
業
で
ば
な
い
か
ら

、
供
給
過
剰
や
償
格

の
現
象

は

起
ら
な
い
が
、
外
部
勢
働
使
用
の
場
合
に
は
賃
銀
現
象
が
起
り

外
部
設
備
の
利
用
に
射
し
て
使
用
料
を
支
携
ふ
場
合

に
は
、
恐

ら
く
利
子
の
要
素
も
包
含
せ
ら
れ
て
る
る
で
あ
ら
う
。
然
し
勢

賃
や
利
子
に
關
す
る
問
題
は
起
ら
す
、
起
る
の
は
只
ご
ま
か
し

の
問
題

の
み
で
あ
っ
た
。

二
、
小
賛
制
手
工
業

(8
巨
一
『
嘗
島
∩冨
ε

こ
れ
は
自
家

用
工
業
に
封
し
て
販
費
用
工
業

(轟

・6響

ε
証

の
最
初
の
階

段
で
あ
る
。
其
本
質
は
、
普
通
に
考

へ
ら
れ
て
る
る
や
う
に
ギ

ル
ド
制
度
で
も
な
け
れ
ば
全
工
程
を

一
貫
し
て
行
ふ
事
で
も
な

い
。
又
終
局
の
消
費
者

に
賣

る
事
で
も
な
け
れ
ば
動
力
機
械
を

用
ひ
な

い
事
で
も
な
い
。
例

へ
ば
晒
工
場
は
水
力
を
用
ふ
み
も

爾
ほ
小
費
制
手

工
業
の
好
例
た
る
を
失
は
ざ
る
如
き
で
あ

る
。

其
要
顯
は
、
工
業
者
が
、
資
本
家
商
人
又
は
工
企
業
家
の
媒
介

な
く
し
て
直
接
清
費
者

に
小
費
す
る
に
あ
る
。
自
家
用
工
業
に

於
て
製
品
に
鹸
剰
を
生
す
る
と
か
、
外
部
磐
働
者
が
自
ら
原
料

を
提
供
す
る
庭
に
其
の
焚
生
を
見
る
。

小
費
制
手

工
業
に
は
、
村
落
に
起
原
を
有
す
る
も
の
と
都
市

第
三
+
三
春

一
三
九

第

一
號

=
二
九



グ
ラ
ス
の
工
業
凝
　連
階
段
説

に
起
原
を
有
す

る
も
の
と
が
考

へ
ら

れ
る
。
前
者
は
未
開
人
が

其
絵
剰
生
蔵
物
を
他
種
族
の
そ
れ
と
交
換
す
る
所
に
登
生
す
る

の
で
あ
っ
て
、
遊
動
民
が
其
生
活
の
鈴
暇
に
作
れ
る
製
品
を
交

換
す
る
が
如
き
其
好
例
で
あ
る
。
定
佳
村
落
時
代
に
も
勿
論
存

在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
商
業
都
市
が
獲
生
す
る
と
尚
更
村
落

製
品
の
吸
敗
旺
盛
と
な
り
、
時
に
は
男
子
が
製
作
せ
る
も
の
を

女
.子
が
費
歩
く
と
い
ふ
事
も
行
は
れ
る
。
後
者
は
既
に
工
匠
が

存
在
し
て
、
道
具
と
原
料
と
が
彼
に
所
有
せ
ら
る

・
場
合
で
あ

る
。
又
前
者
は
飴
剰
生
産
物
の
販
費
を
主
と
す
る
故
に
、
註
文

生
産
は
稀
で
あ

っ
て
、
需
要
者
の
門
を
叩
く
の
を
普
通
と
す
る
。

反
之
、
後
者
は
或
は
註
文
生
産
を
行
ひ

、或
は
店
貸
を
も
行
ふ
。

店
責
に
於
て
は
、
仕
事
場
兼
用
の
店
舗

に
需
要
者
の
來

る
を
待

つ
事
が
多
い
。
経
済
襲
達
上
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
っ
て
、
専

門
化
の
鮎
、
ギ

ル
ド
制
度
の
鮎
、
店
舗
の
鮎
等
注
目
す
べ
き
所

で
あ

る
。

小
費
制
手
工
業
に
於
て
は
、
自
家
用
工
業
と
異
り
、
工
匠
が

原
料
を
準
備
す
る
結
果
、
製
品
選
揮
の
範
園
廣
く
な
り

、
從

っ

て
製
品
の
標
準
を
高
め
る
。
手

工
業
者
は
よ
り
専
門
化
し
特
殊

第
三
十
三
巻

一
四
〇

第

一
號

一
四
〇

の
技
術
が
此
制
度
の
王
座
を
占
め
る
事
と
な
る
。
殊
に
販
路
は

未
だ
狭
小
な
る
結
果
、
製
品
の
良
不
良
は
忽
ち
彼
の
名
聲
に
響

い
て
来
る
の
で
あ

っ
て
、
ギ

ル
ド
の
規
約
に
先
づ
比
熱
が
留
意

せ
ら
れ
て
る
る
の
は
、
か

s
る
歌
態
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

又

工
匠
が
自
ら
原
料
を
準
備
す

る
事
自
髄
、
及
び
店
費
の
猿
股

即
ち
製
品
に

ス
ト
ッ
ク
の
豫
想

さ
る

・
事
は
、
此
制
度
の
手
工

業
に
資
本
主
義
的
要
素

々
介
入
せ
し
め
る
も
の
で
あ

る
。
更
に

そ
れ
が
販
費
を
目
的
と
す
る
結
果
、
取
引
業
務
を
附
帯
し
、
慣

格
現
象
が
生
じ
て
貨
幣
が
慣
値
尺
度
と
な
り
、
交
換
の
媒
介
と

な
る
。
そ
し
て
、
取
引
業
務
に
騙
す
る
専
門
家
が
生
じ
て
工
匠

の
地
位
を
脅
か
す
事
と
も
な
る
。

三
、
卸
費
制
手
工
業

(ノ葺
9
8
巴
㊦
客
星
圃6「葺
)

之
は
小

費
制
手

工
業
に
封
し
て
、
規
模
の
大
小
よ
り
も
寧
ろ
販
費
過
程

の
間
接
性
に
其
特
徴
が
あ
る
。
帥

工
匠
が
商
人
又
は
工
企
業
家

に
よ
っ
て
庭
分

せ
ら
る

・
商
品
を
生
塵
す
る
制
度
で
あ

っ
て
、

或
程
度
ま
で
は
地
方
的
局
部
的
市
場
に
於
て
も
獲
達
す

る
が
、

都
市
間
の
商
業
及
大
都
市
の
市
場

に
癒
じ
て
後
達
す
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
未
開
人
に
文
明
國
の
商
人
が
接
燭
す
る
場
合
、
古



代

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー

マ
諸
都
市
の
工
業
、中
世
諸
都
市
の
工
業
、

十
八
世
紀
末
葉
乃
至
十
九
世
紀
初
頭
の
米
国
の

工
業
に
多
く
共

倒
を
見

る
。
そ
し
て
之

に
は
蜀
立

・
從
騒
の
二
階
梯
が
あ
る
。

(
イ
V猫
立
卸
齎
制
手
工
業

工
匠
が
商
人
又
は

工
企
業
家

に

制
肘

せ
ら
れ
ざ
る
場
合
即
ち
、
原
料

・
道
具
等
を
自
ら
所
有
し

自
己
の
意
向
で
生
産
し

、
自
己
の
欲
す
る
時
庭
で
賣
る
揚
.合
で

あ

っ
て
、
田
舎

に
於
て
先
づ
嚢
生
し
た
様
に
思
は
れ
る
。
例

へ

ば
農
夫
が
葡
萄
酒
を
醸
造
し
τ
劉
ひ
に
来
た
酒
商
人
又
は
居
酒

屋

へ
賣

る
、
そ
し
て
前
者
は
都
市
又
は
他
地
方

へ
、
後
者
は
清

費
者

へ
賣

る
が
如
き
も
の
が
典
例
で
あ
っ
て
、
此
例
は
恐
ら
く

欧
洲
中
世
に
於
け
る
猫
立
卸
費
制

手
工
業
の
典
型
的
な

る
も
の

で
あ
ら
う
。
都
市
に
あ
っ
て
は
軍
に
商
人
の
罷
響
か
ら
の
み
な

ら
す
、
或
工
.匠

が
其
製
品
を
全
然
又
は
主
と
し
て
他
の
工
匠
に

賣

る
、
例

へ
ば
織
屋
が
織
物
を
漂
屋
に
責
る
、
が
如
き
場
合
か

ら
獲
達
し
、
歴
史
的
に
は
恐
ら
く
中
世
の
末
葉
頃
此
形
態
が
現

は
れ
た
で
あ
ら
う
。
此
階
梯

に
あ

っ
て
は
親
方
は
経
済
上
、
法

律
上
甥
立
を
保
ち
、
若
し
職
人
、
徒
弟
あ
り
と
せ
ば
彼
等
は
將

來
親
方
と
な
る
見
込
は
術
ほ
存
在
す
る
。

グ
ラ
ス
の
工
業
登
達
階
段
設

此
階
梯
に
於
て
は
専
門
西
入
が
重
要
な

る
地
位
を
占
む
る
は

い
ふ
迄
も
な

い
。
彼
等
は
商
品
を
買
占
め
、
よ
り
人
な

る
市
場

に
入
り
込
む
弛
め
に
十
分
な
る
ス
ト
ッ
ク
を
持
つ
だ
け
の
資
本

を
必
要
と
す
る
。
か
く
て
工
業
資
本
と
商
業
資
本

と
は
分
離
し

後
者
は
前
者
に
比
し
頗
る
人
な
る
を
要
す
る
結
果
、
商
人
の
組

合
が
必
要
と
な
る
。
家
族

の
組
合
は
西
欧

に
於
て
は

=
二
五
〇

一

一
五
五
〇
年
頃
の
著
し

い
現
象
で
あ

っ
て
、
メ
ーチ
チ
家

・
フ

ッ
ガ
ー
家
の
如
き
ば
共
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
從
鳥
餌
費
制
手
工
業

猫

立
手
工
業
者
が
無
能
・疾
病
・

不
況
等
の
た
め
に
、
支
携
能
力
以
上
に
商
人
か
ら
借
金
を
受
け

る
や
う
に
な

る
と
、
富
裕
な
商
人
は
常
に
彼
等
を
利
用
し
、
彼

等
の
報
酬
を
僅
か
に
生
存
に
必
要
な
程
度
に
切
下
け
る
。
叉
有

利
な
原
料
が
遠
隔
地
に
の
み
得
ら

れ
る
が
如
き
場

合
、
彼
等
は

勢
ひ
商
人
に
屈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
此
傾
向
は
商

人
が
有
力
な

る
組
合
の

一
員
た
る
場
合
に
著
る
し
く
、
か
く
て
手
工
業
者
は

其
猫
立
性
を
失
ひ
、
悪
く
す
れ
ば

、
商
人

の
道
具
で
働
き
、
商

人
よ
の
前
貸
を
受
け
た
金
で
衣
食
を
調

へ
、
從
っ
て
仕
事
の
選

澤
を
失

ふ
等
殆
ど
工
業
勢
働
者
に
等
し
き
欣
態
に
陥
る
。
か
く

第
三
十
三
巻

一
四
一

第

一
號

一
四

一



グ
ラ
ス
の
工
業
蚕
蓬
階
段
読

て
商
人

は
軍
な

る
商

人
で

は
な

く
、

工
企
業

と
呼
ば

れ
る
。

工

企
業

家

は
又

都
市

の
親
方

か
ら
も
嚢

生
す

る
。
都

市

が
小
さ
な

市
場

町

か
ら

工
業
都
市

に
後
達

す

る
と
、
富

裕
な

工
匠

は
、
自

ら

工
業

に
徒

事
す
る
事

は
勿

論

、
直
接

仕
事

を
監
督

す

る
事

を

も

止
め

、
專

ら
原
料
を

購
入
し

て
他

の
親
方

達

に
加

工
せ
し

め

之
を
販

費
す

る

と
い
ふ
商
業
方

面
に

の
み
與
は
り

、
所
謂

工
企

業
家

と
な

る
の
で
あ

る
。
+

三
世
紀

の

フ
ラ

ン
ダ
ー

ス
の
織
匠

に
典
例

を
見

る
。
此

の
階
梯

は
現
在

に
も
相

當

行
は

れ
、
所

謂

。。
'壽
鴛

。。}5
層

目・堵
。。δ
日

之
で
あ

っ
て

、
ロ
バ
に
都
會

に
の
み
な

ら

す

、
土

地
の
貧

し
い
農
村

に
於

て
も
典
例

が
見
ら

れ
る
。

手

工
業

が
濁

立

の
地
位

を
失

ふ
と
勢

ひ
勢
賃

の
低

下
す

る
の

が
此
制

度

の
最

大
の
映

鮎
で
あ

っ
て

、
而

も
手

工
業
者
連

が
協

力
し

て
企
業
家

に
針

抗
す

る
機
會

ぱ
頗

る
乏

し

い

の
で
あ

る
。

四

、
集
中

制

工
業

〔8
コ
罫

=
N。
二

。。).。。§

)

卸
管
制

手

工
業

と
同

じ
く

、
都

市
間

の
取
引

が
盛
ん

に
な
り

、
叉

は
大
都

市
維

濟

が
都

市
経

済

に
代

ら
ん
と

す

る
に
際
し

て

、
商

人

が

工
業

の

過
程
を
統
制

せ
ん

と
す

る
よ
の
起
し

り
し

も
の

で
あ

る
。

一
つ

の
大

き
な
建

物

の
中

に
職

工
が
集

ま

り
、

一
個
人

叉

は
商

會

の

第
三
十
三
巻

一
四
二

第

一
號

一
四
二

指
揮
の
下
に
工
業
に
從
事
す
る
を
其
特
徴
と
し
、
製
品
が
卸
費

せ
ら

る

》
鮎
に
於
て
は
、
前
階
段
と
異
ら
な

い
。
之
に
は
共
獲

展
程
度
に
從

っ
て
次
の
二
つ
の
階
梯

が
あ
る
。

(イ
)
中
央
職
場
制

工
業

(8
コ
身
包

を
o
弄
。。}δ
巳

此
の
制
度

は

従
来
自
己
の
住
居
又
は
店
舗
で
働
い
て
居
た
手
工
業
者

(主

と

し
て
從
属
卸
費
制
手
工
業
者
)
が
、
工
企
業
、家
の
纏
督
す
る
建

物

の
中
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
集
め
ら
れ
光
所
以
は
、

企
業
家

が
動
力
機
械
使
用
能
力
を
利
用
す
る
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
何
故
な
ら
ば
か

・
る
機
械
は
未
だ
使
用
さ
れ
て
る
な
い
か

ら
。
そ
れ
は

「
に
は
職
人
の
訓
練
、
二
に
は
分
業
を
行

ふ
事
に

よ
っ
て
、
製
品
の
不
断
の
供
給
、
製
品
の
増
加
を
計
ら
ん
が
爲

め
で
あ
る
。
例

へ
ば
從
來
の
散
在
制
度
に
あ

っ
て
は
、
職
人
は

種

々
の
仕
事
に
從
事
し
、
時
に
は
魚
釣
や
耕
作
に
赴
い
た
も
の

が

、
趾
制
度
に
な
る
と
毎
日
そ
し
て
終
日

一
個
の
仕
事
に
與

は

る
事
に
な
る
、
同

一
人
が
同

一
の
仕
事
に
從
事
す
る
結
果
は
目

ら
分
業
組
織
を
件
ふ
。
か
く
て
企
業
家
は
現
在
の
需
要
を
満

足

に
充
た
し
得
る
の
み
な
ら
す
、
將
來
の
註
文
に
時
を
違

へ
す
慮

す
る
事
が
出
来
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。



中
央
職
場
制

工
業
は
、
前
述
の
如
く
磯
生
的
に
は
爽
展
せ
る

都
市
経
済
又
は
初
期
の
大
都
市
経
済

と
共
に
起
り
し
も
の
で
あ

る
が
、
歴
史
的
に
は
古
代

エ
ジ
プ
ト
及
ギ
リ

シ
ャ
に
も
行
は
れ

た
。
尤
も
此
等
は
當
初
自
家
用
工
業

と
し
て
行
は
れ
、
製
品
に

籐
剰
を
生
す
る
に
至
っ
て
販
費
用
工
業
に
愛
化
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
。
中
世
寺
院

に
も
か

・
る
制
度
が
あ
り
、

二
八
六
二
年

に
王
立
と
な
れ
る
有
名
な
る
佛
蘭
西
の

ゴ
ブ
ラ
ン
工
場
も
此
制

度
の
典
型
的
な
る
も
の
で
あ

る
。
+
八
世
紀
に
於
て
は
典
例
頗

る
多
く
、
近
代
英
國

の
陶
磁
器
業
も
此
の
制
度
に
属
し
、
叉
十

八
世
紀
の
米
国
に
於
て
、
工
場
と
呼
ば
る

・
も
の
は
事
實
上
殆

ど
こ
の
制
度
に
罵
す
る
。

此
制
度
に
よ
っ
て
消
費
者
は
多
大
の
便
宜
を
得
る
事
と
な
っ

た
が
、
他
方
道
徳
上
、
衛
生
上
の
弊
害
を
新
に
生
じ
.
又
職
人

は
自
由
を
束
縛
さ
れ
て
勢
働
者
と
化
し
こ

・
に
近
代
的
劣
働
組

合
の
成
立
を
幼
く
る

一
要
素
と
も
な

っ
た
。
夏
に
此
制
度

の
著

し

い
効
果
は
、
時
間
の
観
念
を
磯
達

せ
し
め
た
事
で
あ

っ
て
、

時
間

が
貨
幣
と
同
様
償
値
の
尺
度
と
見
ら
る

・
に
至
っ
た
。

(
ロ
)
工
場
制

工
業

曾
9
9
}・
。。葛
[Φ巳

中
央
職
場
制

工
業
に

ゲ
ラ
ス
の
工
業
装
い達
階
段
}説

一
歩
を
進
め
、
動
力
機
械
を
使
用
し
、
多
敷
の
勢
働
者
が
分
業

組
織
の
下
に
生
産
に
從
事
す
る
に
至
っ
た
も
の
が
工
場
制
工
業

で
あ

っ
て
、
之
に
就
て
は
詳
論
す
る
を
要
し
な
い
。
只
注
意
す

べ
・き
は
、
工
場
帥
ち
工
場
制

工
業
に
非
ざ
る
事
こ
れ
で
あ
る
。

工
場
は
工
業
の
技
術
的
方
面
で
あ
っ
て
、
邑
=
と
呼
ば
れ
る
も

の
も
亦
さ
う
で
あ
る
。
巳
≡

を
道
具
と
工
場
と
の
中
間
に
置
く

人
も
あ
り
、
手

工
業
の
後

に
置
く
人
も
あ
り
、
工
場
と
同

一
観

す
る
人
も
あ

る
が
、
.之
は
決
し
て
工
業
磯
達
の

一
階
段
を
構
成

す
る
も
の
で
は
な

い
。
例

へ
ば
自
家
用
工
業
の
階
段
に
於
て
も

小
費
制
手
工
業
の
階
段
に
於
て
も
、
亦
卸
費
制
手
工
業
の
階
段

に
於
て
も
用
ひ
ら
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
る
、
工
場
.に
就
て
も
同

様
で
あ
っ
て
、
例

へ
ば

一
七
七
〇
年
に
紡
績
工
場
を
創
始
せ
る

ア
ー

ク
ラ
イ
ト
は
、
工
場
の
父
に
非
す
、
工
場
制
工
業
の
父
で

あ

っ
て
、
此
庭
に
産
業
革
命
の
始
期
が
劃

せ
ら
る

・
所
以
で
あ

る
。
帥
工
場
制
工
業
は
技
術
的
方
面
の
み
な
ら
す
、
原
料
の
購

入

.
生
産
.販
費

・資
金
の
融
通
等
工
業
の
全
組
織
を
包
合
せ
る

概
念
で
あ
る
。

蒸
汽
機
關
が
動
力
と
し
て
用
ひ
ら
る

》
に
及
ん
で
、
工
場
は

第
三
十
三
巻

一
四
三

第

一
號

「
四
三



グ
ラ
ス
の
工
業
饗
{遮
階
段
設

原
料
の
獲
得
、
勢
働
者
の
供
給
、
製
品
の
販
責

に
便
利
な

る
都

會
に
移
動

す
る
事
と
な
っ
た
。
文
典
経
管
に
大
資

本
を
要
す
る

結
果
資
本

の
結
合
を
促
し
、
或
は
企
業
の
集
中
或

は
独
占
を
も

た
ら
す
事

と
な

っ
た
の
も

.
工
場
制
工
業
の
経
螢
方
面
の
畿
蓬

で
あ
る
。
生
産
過
剰
に
由
来
す
る
恐
慌
や
、
近
代
的
勢
働
運
動

が
王
と
し
て
工
場
制

工
業
の
附
随
現
象
で
あ
る
事
は
言

ふ
を
倹

弛
な

い
。

以
上

、
グ

ラ

ス
の

工
業

護
達

階
段
論

の
大
様

を
述

べ
た
。
終

り

に
之
を

ビ

ユ
ッ

ヒ
ヤ
ー
の
同
じ
階

段
説

と
封
比

し
よ
う

。
彼

も

亦

工
業

獲
蓮
階

段

の
標

準

を

工
業

の
組
織
に
求

め

て
み
る
。

工
業

組
織

(O
⑦
ξ
。
「げ
2
栃
〔・比
こ

と

は

工
業
経
螢

の
内
部

的
秩
序

の
み
な
ら

す

、
工
業
が
國

民
経
済

的
組
織

の
全

罷
の
中

に
入
り

込

む
仕
方
を
指

す

の
で
あ

る
か
ら

、
グ

ラ

ス
の

工
業

組
織

の
概

念

と
略

々

一
致

す

る
。

彼
に

よ

れ

ば

、

第

一
は

家

内

仕
事

(
国
曽
島
♂〈
。
斉
)

で
あ

る
。

こ

れ
は

、
家

庭
内
部

に
於

て
、
自
己

の
た
め
に

、
自

己
の
原
料

に
加

工
す

る
階
段

で
あ

る

か
ら

、
そ

の
意
味

に

於
て
グ

ラ

ス
の
自
家

用

工
業

と
全
く
同

一
で
あ

る
が

第
三
十
三
巻

一
四
四

第

一
號

一
四
四

彼

が
そ
の
第

二
段
に

、
種

族
間
の

特
産
物

の
交

換

せ
ら

る

・
階

.

梯
を

置

い
て
み

る
黙

に
於

て
グ

ラ

ス
と
異

る
。

第

二
は
賃

仕
事

(
ぴ
。
げ
置
毛
①
二
己

で
あ

っ

て
、
ビ

ユ
ツ

ヒ
ヤ
ー

は
之
を
出

仕
事

(弓。
[(三

及
居
職

〔=
。
一目
≦
の
島
)
の

二
つ
に
分

っ

て
る

る
。

前
者

は
グ

ラ

ス
の
自
家

用

工
業

の
第

二
階
梯

で
あ

る

所

の
外
部
勢

働
を

使
用
す

る
場

合

に
相
賞
し

、
後

者

は
同

じ
く

第

三
階
梯

で
あ

る
所
の
外
部

弊
働

並
に
外
部

設
備

を
利
用

す
る

場

合

に
相
當

す

る
。

そ
の
關

係
は
暫
ら

く
描
き

、
此
等

を
、
ビ

ュ
ッ

ヒ
ヤ
ー
は
賃

仕
事

と
し

て
家
内

仕
事

の
次
に

置
く

に
封
し

グ

ラ

ス
は
自
家
用

工
業

に
属

せ
し

め
て
み

る
鐵

に

、
両
者

の
著

し
き

相
邉

が
あ

る
。

こ
れ

は
、
グ

ラ

ス
が
商
品

と

し
て
の

工
産

物

の
生
産
な
り

や
否

や
に
重
勲
を
置

く
に
射
し

、
ビ

ユ
ツ

ヒ
ヤ

ー
は

工
業
者

な

る

一
職

業
階
級

が
朔

立

せ
る
や
否

や
に
重

貼
を

置

く
結
果

生
じ
九

も
の
で
あ

る
。

ビ

ユ
ツ

ヒ
ヤ
ー
の
第
三
一階
段

は
手

工
業

又
は
挾

義

の
償
格

仕

事

(=
旨

〔ヲ
.。
蒔

o
〔唱・
早
。
重
く
o
蒔

剛.
ρ

ψ
)
で

あ

っ
て
、
グ

ラ

ス
の
小
費
制
手

工
業

に
相

當
す

る
も
の
で

あ
る

が

、
顧

客
生
産

に
限
定

せ

る
黒

に
於

て
稍

々
狭

く

、
又

手

工
業

な

る
語

は

、
グ

Knnrad
-999'
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-
フ
ス
も
通
ぶ
る
如
く
、
暖
昧
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
四
の
家
内
工
業
或
は
前
貸
制
工
業
(
回
目
E
F
P
5
W
E
-
-

ぐ
巾
ユ
白
仇
湯
河
田
窓
口
】
)

及
び
第
五
の
工
場
工
業

(FEr)
は
、
夫
々

グ
ラ
ス
'
の
、
従
属
卸
資
制
手
工
業
及
び
工
揚
制
工
業
に
略
A

致
す
る
。

以
上
雨
者
の
工
業
費
遣
の
階
段
を
叫
制
限
し
て
表
示
す
れ
ば
左

の
如
く
で
あ
る
。

グ
ラ
ス

「
工
7

h

p

ト
i

h

F

-

、J
1
L
4
1
7
i

一
、
自
家
用
工
業

ィ
、
純
家
庭
的
j
i
-
-
-
j
i
-
-
-
一
、
家
内
仕
事

二
、
賃
仕
事

口
、
外
部
労
働
:
:
j
i
-
-
j
i
-
-
ィ
、
出
仕
事

外
部
設
備

ハ
、
外
部
第
働
及
外
部
設
備
:
:
:
口
、
居

職

二
、
小
責
制
手
工
業
:
:
:
j
i
-
-
-
三
、
手

工

業

三
、
卸
費
制
手
工
業

ィ
、
濁
立
卸
賓
制
手
工
業

口
、
従
属
卸
賓
制
手
工
業
;
:
:
四
、
家
内
工
業

グ
-
7
R

の
工
業
費
達
階
陵
説

四
、
集
中
制
工
業

ィ
、
中
央
職
揚
制
工
業

口
、
工
揚
制
工
業
:
:
・
:
j
i
-
-
五、

ヱ
揚
工
業

雨
者
の
ヱ
業
護
法
階
段
訟
は
夫
々
一
問
者
の
経
済
殻
逮
階
段
設

に
卸
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
俄
か
に
其
優
位
を

比
較
し
得
な
い
。
然
し
グ
一
フ
ス
が
、

ヱ
産
物
の
生
産
者
よ
り
治

費
者
に
渡
る
全
過
程
を
重
減
し
之
に
従
っ

τ用
語
を
統
一
せ
る

知
は
日
記
目
に
依
す
べ
く
、
叉
ピ
コ
ツ
ヒ
ヤ
ー
が
注
意
し
つ
〉
も

重
要
視
せ
ざ
り
し
中
央
職
揚
制
工
品
炉
、
工
場
制
工
業
の
前
の

一
階
梯
と
し
て
置
き
し
貼
は
、
之
ぞ
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
〆
フ
ス
の
工
業
設
逮
階
段
訟
は
、
ピ
ユ
ツ
ヒ
ヤ

l
の
そ

れ
に
比
し
て
若
干
の
特
色
ぞ
一
不
し
、

一
図
一
地
方
の
工
業
叉
は

或
種
の
工
業
に
就
て
其
後
達
争
論
守
る
揚
合
、
頗
る
明
確
に
事

貫
ぞ
把
握
し
得
る
の
み
な
ら
す
、
あ
ら
ゆ
る
型
(
型
と
は
階
段

の
投
影
ぞ
い
ふ

l
〆
一
フ
ス
)

の
組
織
の
も
の
を
包
含
せ
ゐ
近
代

工
業
の
正
確
な
る
認
識
に
役
立
つ
と
こ
ろ
亦
少
し
と
せ
な
い
で

あ
ら
‘
フ
。第

三
十
三
春

一
四
五

第

君主

一
四
五

Bucherは Manufaklur(工場手工業)と呼んでゐる。 ).{a1"X は此の階段を重要
説してゐる。

都→e


